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はじめに
 

障害者施策の実施にあたっては、国において障害者総合福祉法（仮）の議論が進められ、

障害者権利条約批准に向けた検討が図られているところですが、その効果的かつ適切な実

施を確保するためには、実態を確認するとともに、障害者のニーズや社会経済情勢の変化

を踏まえて、必要に忚じ施策等の見直しを行っていくことが重要と考えます。  

これらの確認や見直しを行っていくうえでは、障害当事者の積極的な参画が大切ですが、

このたび当協会では、このような観点から、厚生労働省の補助金により、障害者自立支援

法おける自立訓練（生活訓練）事業を調べ、その運用状況の実態を明らかにするための調

査を行いました。 

調査の企画、実施にあたり、自立訓練（生活訓練）事業を営む 5 事業所の方々にご協力

いただき、多忙な折にもかかわらず、懇切丁寧に対忚していただきました。また、本検討

委員会の委員長を務める奥野英子先生を始め、日本リハビリテーション連携科学学会「社

会リハビリテーション研究会」の皆様を中心に企画検討を進めてきました。調査にあたっ

ては、検討委員が調査員となり現地におもむき、資料収集やインタビュー調査を実施して

まいりました。調査にご協力いただきました事業所の皆様に対し、改めて、御礼申し上げ

ます。 

調査の結果につきまして、ここに取りまとめました。今後の障害者施策を推進し、また

住みよい社会を実現していくための参考となれば幸いです。  

 

 
 
 

平成 23 年 3 月 
財団法人日本障害者リハビリテーション協会 
         会長  金田 一郎 
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第１章 本研究事業の目的と仮説
 

第 1節 事業目的 

 障害者自立支援法の趣旨にもあるように、障害者自立支援法における「訓練等給付」

は、様々な障害のある方の能力を維持・向上を目的としたリハビリテーションを中心と

し、障害者自身の自立（自律）を促進するための事業である。 
訓練等給付の中の自立訓練における「生活訓練」は、知的障害者、精神障害者等の自

立と地域生活を実現するために実施されている。しかし、現時点では、この事業を活用

する際の標準的な支援方法や活用方法がまだ確立されていないのが現状であるといえ

る。 
そこで、本研究事業は知的障害者、精神障害者、発達障害者の社会生活力の向上と日

常生活のスキルアップのための支援について、先進的な支援事業所を調査することによ

り、その支援実態を明らかにすることを目的としている。 
現在、自立訓練（生活訓練）事業を十分に活用できる事業者が尐ない中で、全国にお

いて先駆的な良い取り組みをしている事業所の対象者、支援実態、支援プログラム、支

援結果等を示すことは、今後、同事業を展開していこうとする事業者にとって有益な情

報になると考えられる。 
 

 

第 2節 自立訓練（生活訓練）事業の概要 

（1）障害者自立支援法に定められた内容 

障害者自立支援法によれば、自立訓練（生活訓練）事業は、地域生活を営む上

で、生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な知的・精神障害者

を対象とするとされている。具体的には次のような例が対象となるとされている1

（図表 1－1）。 
      

図表 1－1 自立訓練（生活訓練）事業の利用者像 
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上

で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な者 
② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等

であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした

訓練が必要な者       等 
                                                   
1 厚生労働省資料（2010） サービス管理責任者研修テキストより 
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自立訓練（生活訓練）事業は通所による事業（以下、通所型）と宿泊による事

業（以下、宿泊型）とに分類されており、通所による支援は日中活動を通じて、

当該の生活能力の維持・向上等を実施することとなる。宿泊による事業は、日中、

一般就労や外部の障害福祉サービス並びに同一敷地内の日中活動サービスを利用

している者等を対象としており、対象者に一定期間、夜間の居住の場を提供し、

帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を実施、または、昼夜を通じた訓

練を実施するとともに、地域移行に向けた関係機関との連絡調整を行い、積極的

な地域移行の促進を図ることを目的とするものである2。 
すなわち、入所施設や病院、学校などを中心に生活している者が、地域で生活

するための生活能力を維持向上するための訓練を行う事業であるということがで

きる。これらのサービス内容を整理すると次のようになる（図表 1－2）3。 
また、法律に定められた事業の趣旨と照らし合わせれば、サービス管理責任者

を中心として、個別支援計画を作成し、ケアマネジメントの概念のもと、利用者

の地域生活への定着を目的とした事業であるといえる。したがって、利用期限を

設け、サービス利用終了後は、地域の社会資源に引き継いでいくというプロセス

が自立訓練（生活訓練）事業を活用する主要な目的であると考えられる。 
 

図表 1－2 自立訓練（生活訓練）事業のサービス内容 
 通所型 宿泊型 

支援内容 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上の

相談支援等を実施 

個別支援計

画との関係 

通所による訓練を原則としつつ、

個別支援計画の進捗状況に忚じ、

訪問による訓練を組み合わせる4。 

個別支援計画の進捗状況に忚じ、

昼夜を通じた訓練を組み合わせ

る。 

利用期限 利用者ごとに、標準期間（24 ヶ月、

長期入所者の場合は 36 ヶ月）内

で利用期間を設定 

利用者ごとに、標準利用期間は原

則 2 年間とし、市町村はサービス

の利用開始から 1 年ごとに利用継

続の必要性について確認し、支給

決定の更新を実施 

 
 

                                                   
2 厚生労働省資料（2010） サービス管理責任者研修テキストより （同上） 
3 厚生労働省資料（2010） サービス管理責任者研修テキストより （同上） 
4 通所型の事業所において、訪問による支援を行う事業を本研究事業では便宜的に「訪問型」と表記する。 
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（2）自立訓練（生活訓練）事業における支援プロセス 

以上のような法律の趣旨を踏まえて、自立訓練（生活訓練）事業における支援

プロセスを整理すると以下のようになる（図表 1－3）。本研究事業の目的は、先

進的な事例を調査し、以下のプロセスの詳細を明らかにすることにあるといえる。 
 

図表 1－3 自立訓練（生活訓練）事業の支援プロセス 

入所施設・病院・特別支援学校など

生
活
訓
練
事
業

利用の必要性判断（アセスメント）

日常生活能力の維持向上を
目的とした
支援、訓練

地域生活開始
に向けた支援

地域生活定着に向けたフォロー

地域生活のための
相談サポート

カンファレンス

地域資源
とのつながり

モニタリング

個別支援計画

利用開始

利用終了

入所施設・病院・特別支援学校など

生
活
訓
練
事
業

利用の必要性判断（アセスメント）

日常生活能力の維持向上を
目的とした
支援、訓練

地域生活開始
に向けた支援

地域生活定着に向けたフォロー

地域生活のための
相談サポート

カンファレンス

地域資源
とのつながり

モニタリング

個別支援計画

利用開始

利用終了

 
 
①利用の必要性判断 

障害者自立支援法では、自立訓練（生活訓練）事業の利用者として、入所施設、

病院、特別支援学校等が想定されている。これらの施設等で生活している利用者

は、社会生活体験の制約や制限のために、社会生活を送るための能力（スキル）

が十分ではないことが多い。そのため、自立訓練（生活訓練）事業では、施設等

で長く生活することで失われた（減らされた）生活能力を、維持向上させること

が目的の一つとなっている。 
どのような利用者を対象とするか、いいかえるとどのような生活能力をどのよ

うにして維持向上させることができるかがポイントであるといえる。また、たと

え、自事業所だけで維持向上が難しい場合でも、他支援機関と連携した支援体制

を組むことができるかがポイントとなるといえる。 
いずれにせよ、利用者が自立訓練（生活訓練）事業を活用する必要性があるか

どうかを判断することが重要なステップであり、自事業所をどのような利用者が

利用すると効果的かを考えることもポイントといえる。 
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利用者の抱える生活課題は、利用者により異なる。また、自立訓練（生活訓練）

事業終了後に生活する地域社会にどのような社会資源があるのか（社会資源の集

積状況）も利用者によって全く異なる。したがって、最初に利用者の現状を把握

し、アセスメントする際には、利用者が生活すると想定される地域社会を見据え

た支援を行うことが重要であるといえる。 
 

②自立訓練（生活訓練）事業での支援・訓練 
その後、具体的な支援や訓練の必要性を判断した上で、自立訓練（生活訓練）

事業の利用開始となる。利用の際には、個別支援計画を策定し、支援内容及び進

捗管理を行っていくことが重要であるといえる。無論、計画通りにいくことがベ

ストということではなく、モニタリングを行い、利用者の経過に沿いながら必要

により軌道修正を行っていくことが必要である。 
アセスメントにもとづく計画策定、支援・訓練の実行、モニタリング（進捗評

価）、評価結果にもとづく支援内容の調整といった PDCA サイクル5を効果的に回

していくことで、自立訓練（生活訓練）事業の目標でもある「地域生活」を開始

することが重要である。加えて、地域生活が継続するように支援体制を整備して

いくことが重要であるといえる。 
なお、目的は同じであるものの、通所型と宿泊型でその支援形態に若干の違い

がある。 
通所型の場合は在宅生活と並行した利用となることから、在宅生活の環境、受

けている他の支援とあわせて、支援体制を構築することとなる。加えて、障害特

性によっては、通所できない場合も想定されることから、住んでいる自宅を訪問

しての支援・訓練も必要になってくるといえる（以下、訪問型）。場合によっては、

社会との接点を保ち、地域生活の中で自立訓練（生活訓練）事業を行うために、

このような訪問による支援も重要な位置づけとなっていくと考えられる。 
宿泊型の場合は、日中は一般就労や外部の障害者福祉サービスならびに同一敷

地内の日中活動サービスを利用している者等を対象に、一定期間、夜間の居住の

場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持向上のための訓練を実施、または、昼夜

を通じた訓練を実施するとともに、地域移行に向けた関連機関との連絡調整を行

い、積極的な地域移行の促進を図ることを目的として実施している6。 
 
 
 

                                                   
5 PDCA サイクルとは P(Plan)、D(Do)、C(Check)、A(Action)のマネジメントサイクルのこと。入念なア

セスメントにもとづき、最適なプランを策定し、実行する。その上で、その進捗を評価、モニタリングし

た上で、次の支援、計画につなげるとする考え方である。 
6 WAM-net ホームページより 
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利用者の抱える生活課題は、利用者により異なる。また、自立訓練（生活訓練）

事業終了後に生活する地域社会にどのような社会資源があるのか（社会資源の集

積状況）も利用者によって全く異なる。したがって、最初に利用者の現状を把握

し、アセスメントする際には、利用者が生活すると想定される地域社会を見据え

た支援を行うことが重要であるといえる。 
 

②自立訓練（生活訓練）事業での支援・訓練 
その後、具体的な支援や訓練の必要性を判断した上で、自立訓練（生活訓練）

事業の利用開始となる。利用の際には、個別支援計画を策定し、支援内容及び進

捗管理を行っていくことが重要であるといえる。無論、計画通りにいくことがベ

ストということではなく、モニタリングを行い、利用者の経過に沿いながら必要

により軌道修正を行っていくことが必要である。 
アセスメントにもとづく計画策定、支援・訓練の実行、モニタリング（進捗評

価）、評価結果にもとづく支援内容の調整といった PDCA サイクル5を効果的に回

していくことで、自立訓練（生活訓練）事業の目標でもある「地域生活」を開始

することが重要である。加えて、地域生活が継続するように支援体制を整備して

いくことが重要であるといえる。 
なお、目的は同じであるものの、通所型と宿泊型でその支援形態に若干の違い

がある。 
通所型の場合は在宅生活と並行した利用となることから、在宅生活の環境、受

けている他の支援とあわせて、支援体制を構築することとなる。加えて、障害特

性によっては、通所できない場合も想定されることから、住んでいる自宅を訪問

しての支援・訓練も必要になってくるといえる（以下、訪問型）。場合によっては、

社会との接点を保ち、地域生活の中で自立訓練（生活訓練）事業を行うために、

このような訪問による支援も重要な位置づけとなっていくと考えられる。 
宿泊型の場合は、日中は一般就労や外部の障害者福祉サービスならびに同一敷

地内の日中活動サービスを利用している者等を対象に、一定期間、夜間の居住の

場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持向上のための訓練を実施、または、昼夜

を通じた訓練を実施するとともに、地域移行に向けた関連機関との連絡調整を行

い、積極的な地域移行の促進を図ることを目的として実施している6。 
 
 
 

                                                   
5 PDCA サイクルとは P(Plan)、D(Do)、C(Check)、A(Action)のマネジメントサイクルのこと。入念なア

セスメントにもとづき、最適なプランを策定し、実行する。その上で、その進捗を評価、モニタリングし

た上で、次の支援、計画につなげるとする考え方である。 
6 WAM-net ホームページより 
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③支援・訓練内容を整理する視点 
支援・訓練内容を整理する視点として、奥野、佐々木他（2006）7、奥野、野中

（2009）8、国立精神・神経医療研究センター研究所（2010）などがある9。 
これらの視点は、それぞれ特徴があり、いずれを活用するかは自立訓練（生活

訓練）事業を営む事業所が利用者の現状を踏まえて、検討する必要があるといえ

る。また、これらの先行研究や事業所運営をしてきた中での経験を踏まえて、事

業所独自にプログラムやマニュアルを作成しているところもある。いずれにせよ、

利用者の現状を把握するための視点（あるいはアセスメント、モニタリングの視

点）を持つことが重要になる。これらの視点を事業所が持つ意味としては、主に、

次の点があげられる。（図表 1－4） 
 

図表 1－4 アセスメント・モニタリングの視点 
①支援や訓練にあたる職員間で共通の視点で利用者をとらえることができる。 
②支援や訓練内容に関する振り返りを行う際に、ポイントを押さえて利用者に

伝えられる。 
③支援や訓練の進捗状況を構造的にとらえることで連携しやすくなる。 
 
利用者の小さな変化を敏感にとらえ、それに対忚する、あるいは、地域生活を

営む上で重要な課題となる事象かどうかを判断することが、支援者にとって必要

なスキルとなるといえる。 
 

④地域生活開始に向けた支援 
並行して重要になるのが、「地域生活開始に向けた支援」である。自立訓練（生

活訓練）事業の終了後に、どのような支援体制を構築していくべきかを検討する

ことになる。「利用者の住みたい場所」「利用者のニーズ」「ニーズ実現の可能性」

「支援体制の構築や調整」、必要に忚じて「家族との調整」を行い、利用者が利用

終了後も地域で生活し続けられるような支援を行うことが必要になる。 
この点に関しては、自立訓練（生活訓練）事業を実施する事業者が関与しなけ

ればいけない範囲は地域によって異なる。ある地域では、地域の中にある相談支

援事業所等の機能が十分に充実しており、相談支援事業所が中心になり、定着に

向けたコーディネートを行っている事業所もあると想定される。一方、そのよう

                                                   
7 奥野英子、佐々木葉子、大場龍男他（2006）「自立生活を支援する社会生活力プログラム・マニュアル― 

知的障害・発達障害・高次脳機能障害等のある人のために-」中央法規出版 
8 奥野英子、野中猛編著（2009）「地域生活を支援する社会生活力プログラム・マニュアル―精神障害のあ

る人のために」中央法規出版 
9 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 吉田光爾 特定非営利活動法人ほっ

とハート委託（2010） 「生活訓練の実態調査および生活訓練（訪問型）研修の開発」厚生労働省障害者

保健福祉推進事業 
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な地域の中にある相談支援事業所等の支援機能が十分に整備されていない地域で

は、自立訓練（生活訓練）事業を実施する事業者が地域生活定着に向けたコーデ

ィネート機能を担わなければならないことも想定される。 
また、支援体制を構築するための社会資源の集積状況による地域差も大きいと

言わざるを得ない。たとえば、地域生活維持のためには、訪問看護による支援が

必要であるのに、対象者の訪問看護を実施する事業者がない場合などである。こ

のような場合は、この不足分をなんらかの方法で補わなければいけないというこ

とになる。 
いずれにしても、地域生活を営む上で必要な体制を調整することが必要になる

といえる。特に宿泊型の場合は、自立訓練（生活訓練）事業終了後の住まいを確

定させないといけないことから、そのための支援が必要になる（例えば、不動産

会社に同行してのアパート設定支援など）。また、実際に地域生活をイメージして

もらうために、グループホーム等の体験利用や外泊訓練等を行うことになる。 
その他、支援終了後、自身の体調等の変化により SOS を発信しなければいけな

い時の SOS の発信先を確認する（認知する）ことも重要なポイントとなっている。 
これらのプロセスを経て、自立訓練（生活訓練）事業の利用が終了することに

なる。 
 

⑤地域生活定着に向けたフォロー 
事業を終了したら、そこで支援が終了するということではなく、地域生活が定

着するように一定程度のフォローを行うことが重要であるといえる。 
特に宿泊型の場合は、それまでの住まいから環境が大きく変わることから、生

活環境の変化に伴う調整や、相談対忚などが発生することも想定される。 
ここで重要になるのは、地域への引き継ぎということになる。ケアマネジメン

トの中心となる機関が自立訓練（生活訓練）事業を利用している期間を通じて一

貫して支援している場合は、この機関が地域生活定着に向けたフォローの中心と

なると考えられる。一方、そうでない場合は、そういった中心となる機関を構築

することが必要である。 
自立訓練（生活訓練）事業を実施する事業所には、フォローを行う相談支援事

業所等と連携をしていくことが必要である。 
 

⑥地域生活のための相談サポート 
自立訓練（生活訓練）事業終了後、一定期間の地域生活定着のためのフォロー

期間を経て、必要な場合に相談できる人や場があると地域生活を保持できる。そ

の機能は本来的には相談支援事業所が担うことになると想定される。 
そういった相談支援事業所の機能が充実しているところでは、支援終了後も相
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な地域の中にある相談支援事業所等の支援機能が十分に整備されていない地域で

は、自立訓練（生活訓練）事業を実施する事業者が地域生活定着に向けたコーデ

ィネート機能を担わなければならないことも想定される。 
また、支援体制を構築するための社会資源の集積状況による地域差も大きいと

言わざるを得ない。たとえば、地域生活維持のためには、訪問看護による支援が

必要であるのに、対象者の訪問看護を実施する事業者がない場合などである。こ

のような場合は、この不足分をなんらかの方法で補わなければいけないというこ

とになる。 
いずれにしても、地域生活を営む上で必要な体制を調整することが必要になる

といえる。特に宿泊型の場合は、自立訓練（生活訓練）事業終了後の住まいを確

定させないといけないことから、そのための支援が必要になる（例えば、不動産

会社に同行してのアパート設定支援など）。また、実際に地域生活をイメージして

もらうために、グループホーム等の体験利用や外泊訓練等を行うことになる。 
その他、支援終了後、自身の体調等の変化により SOS を発信しなければいけな

い時の SOS の発信先を確認する（認知する）ことも重要なポイントとなっている。 
これらのプロセスを経て、自立訓練（生活訓練）事業の利用が終了することに

なる。 
 

⑤地域生活定着に向けたフォロー 
事業を終了したら、そこで支援が終了するということではなく、地域生活が定

着するように一定程度のフォローを行うことが重要であるといえる。 
特に宿泊型の場合は、それまでの住まいから環境が大きく変わることから、生

活環境の変化に伴う調整や、相談対忚などが発生することも想定される。 
ここで重要になるのは、地域への引き継ぎということになる。ケアマネジメン

トの中心となる機関が自立訓練（生活訓練）事業を利用している期間を通じて一

貫して支援している場合は、この機関が地域生活定着に向けたフォローの中心と
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自立訓練（生活訓練）事業終了後、一定期間の地域生活定着のためのフォロー
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談支援事業所がケアマネジメントの中心となり支援を行うこととなるが、機能が

充実していないところでは自立訓練（生活訓練）事業所が引き続き、相談対忚を

する場合もあると想定される。 
 
 

第 3節 自立訓練（生活訓練）事業の実施プロセスと 

その課題 

（1）自立訓練（生活訓練）事業の実情 

ここまで、自立訓練（生活訓練）事業のプロセスを整理してきた。これらの内容は法

令やその施行令、厚生労働省令等を活用し、整理してきたものであり、大まかな自立訓

練（生活訓練）事業に係るフレームは示されているといえる。しかし、自立訓練（生活

訓練）事業の実施状況を見ると、事業の活用が十分に広がっていないのが現状であると

推察される（図表 1－5）。 
 

図表 1－5 自立訓練（生活訓練）事業の事業所数の推移10 

 2007 年 
(平成 19 年) 
12 月 

2008 年 
(平成 20 年) 
12 月 

2009 年 
(平成 21 年) 
12 月 

2010 年 
(平成 22 年) 
12 月 

通所型 439 655 760 826 
宿泊型 5 9 19 36 

 
この原因の一つとして、自立訓練（生活訓練）事業の実施内容が事業者側に十分に把

握されていないということがあると想定される11。そこで、本研究事業の目的に添い、

先進的な自立訓練（生活訓練）事業の実施状況を調査し、その内容を整理した。 
 

（2）実態把握の視点 

自立訓練（生活訓練）事業のここまでの整理から、自立訓練（生活訓練）事業の実施

状況を把握する上でのポイントは次の点にあると考えられる（図表 1－6）。これらのポ

イントを先進的な事業所ごとに整理し、その実態を明らかにすることで、本研究事業の

目的は達成できると想定される。また、実際の事業展開を考える事業所にとっても参考

になると想定される。 
                                                   
10 WAM-net 障害福祉サービス事業者情報 全国集計結果 各年の 12 月 31 日時点の数字を掲載してい

る。同日サービス提供中の指定事業所の数を掲載。 
11 この他にも、障害福祉サービス報酬等の経営上の問題、有期限であることの問題などがあると想定され

る。 
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図表 1－6 自立訓練（生活訓練）事業の実施状況の整理 
整理のポイント 内容 

①利用の必要性判断 ・対象としている利用者像 

②自立訓練（生活訓練）事業での支

援・訓練 
・支援開始時のニーズ 
・支援終了時のゴール 
・ゴールに到達するための支援プロセス 
 ※プロセスの整理の視点としての SFA 
・他事業所（特に相談支援機能）との連携 

③地域生活開始に向けた支援 ・②と平行した実施内容 
・他事業所（特に相談支援機能）との連携 

④地域生活定着に向けたフォロー ・実施内容 
・他事業所（特に相談支援機能）との連携 

⑤地域生活持続のための相談サポー

ト 
・実施内容 
・他事業所（特に相談支援機能）との連携 

 
なお、本研究事業では、社会生活力（Social Functioning Abilities; SFA）に着目した

分析を行う12。ここで定義された視点にもとづいて、どのような支援が行われ、どのよ

うな変化が生じたかを明らかにすることで、支援の時間的経過を明らかにするとともに、

具体的な支援方法の一助となることを期待している。 
 
 

                                                   
12 詳細は第 8 章で述べる 
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12 詳細は第 8 章で述べる 
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第２章 調査手法
 

第 1節 調査対象 

調査対象とする事業所は、新体系の自立訓練（生活訓練）を実施している事業所で、

これらのサービスを利用しているケースを対象とする。また、調査対象者は主たる障害

として知的障害、精神障害、発達障害を有している方とする。 
後述する検討委員会等により、全国から 5 事業所 25 ケースの標本を以下のケース数

に従い抽出した。 
本研究事業では検討委員会委員が調査員となり、事業所を分担して調査を行った。調

査員は複数人体制とした。調査の標準化を図るため、先行して、1 事業所の調査（先行

調査）を行い、そこでの調査結果を踏まえ、調査趣旨、実施方法、調査実施内容の標準

化を図った。具体的には、先行調査実施後、検討委員会を開催し、前述の内容を確認す

る打ち合わせを行うこととした。 
 

図表 2－1 調査対象 
主たる障害 事業所数 ケース数 

知的障害者 2 事業所 10 名（各 5 名） 

精神障害者 2 事業所 10 名（各 5 名） 

発達障害者 1 事業所 5 名 

 
 以上の選定経過を経て、以下の事業所を調査対象とした。 

 

図表 2－2 調査対象事業所 
社会福祉法人札幌この実会 センター24 北海道札幌市 

社会福祉法人北摂杉の子会 
 高槻地域生活総合支援センターぷれいす Be 

大阪府高槻市 

社会福祉法人若竹会  
自立生活支援センター・ウイリー 

岩手県宮古市 

社会福祉法人町にくらす会 KUINA 茨城県ひたちなか市 

特定非営利活動法人ノンラベル ノンラベル 京都府京都市 
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第 2節 調査方法 

調査は「事前調査」「事業所・ケース調査」「深堀調査」により調査を実施した。それ

ぞれの調査を実施することにより、より詳細な調査ができることを想定した。 

 

（1）事前調査 

事前調査はあらかじめ調査対象となる事業所や調査対象者の状況をドキュメントに

より確認をする調査である。事業所及び調査対象者に関する以下のドキュメントを、各

事業所より収集することで、実際に訪問する前に必要な情報を収集しようとするもので

ある。 
加えて、事業所及びケースに関する簡便な質問紙調査を行った。質問紙調査も事前に

事業所やケースに関する情報収集を行うことを目的として実施した13。 
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13 詳細は後述する資料編を参照 
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（2）事業所・ケース調査 
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ケース記録にもとづき、支援内容に関する実態

と支援内容が変化するポイントを確認 
変化の原因を確認するとともに、支援による影

響を把握する。 
個別支援計画の見直しの原因と内容 

 
ケースカンファレンス等の支援の変化のポイントを明らかにするために、行動結果イ

ンタビュー（調査対象に関する支援の在り方を時系列で確認していく方法）により実施

することで、かかわった専門職員、支援エリア、支援頻度（概数）、支援手法及び期間

について整理した。 
時系列で支援の変化を追い、社会生活に向けて変化が生じたポイントを抽出する。そ

の上で、その変化が生じた原因や利用者の状況、及び、支援内容を明らかにし、時系列

でどのような支援がなされていたかを整理した。 
 
（3）深堀調査 

「事業所・ケース調査」のまとめ内容について確認する。特に各ケースの支援内容に

ついて確認するとともに、変化のポイントとその原因について、聞き取りを行い、内容

の補強を行った。検討は後述する検討委員会で行い、追加で調査しなければいけない内

容を抽出した。 
深堀調査は、原則、電話調査により実施し、必要に忚じて再度の訪問調査を行った。

再訪問の必要については検討委員会により協議の上、決定した。 
 
次章より、実際に 5 事業所の調査結果を記す。 
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第３章 取り組み事例 

「札幌この実会センター24」
 

第 1節 事業所概要 
（1）設立 

社会福祉法人札幌この実会は、1973 年(昭和 48 年)に開所した知的障害者入所更生施

設「手稲この実寮」が始まりである。知的障害者の「幸せ」を追求し、「家庭的な普通

の暮らし」を目指し、地域に根ざした事業展開を図ってきた。地域で普通に暮らすため

の努力を、利用者・保護者・支援者・法人運営者がそれぞれの立場で、ともに考えつつ

事業を進めてきた法人である。 
社会福祉法人札幌この実会は障害の程度や利用者の年齢等により法人内を 6 つのセ

クションに分けて運営をしている14。今回の調査対象の前身である「知的障害者通勤寮

札幌この実会センター24」は 1997 年(平成 9 年)に開設された。当法人では、一般就労

する人たちと福祉的就労をする人たちをグループに分けて支援を行うようになった。こ

の新しい形態の支援は、今まで知的障害者入所更生施設で生活してきた障害の重い人た

ちの地域移行をするきっかけとなった。その結果、2008 年(平成 20 年)に知的障害者入

所更生施設を廃止し、そこに入所していた利用者はグループホーム、ケアホーム等を中

心とした地域社会の中での暮らしを実現した。 
自立訓練（生活訓練）宿泊型としての「札幌この実会センター24」は 2009 年（平成

21 年）にそれまでの通勤寮であった施設が、新体系に移行し、スタートした。 
 
 

（2）設置・概要 

調査対象の設置と概要を示すと以下のとおりである（図表 3－1）。自立訓練（生活訓

練）宿泊型事業のみで運用しているということではなく、ケアホーム、グループホーム

等との連携のもと、一体的に支援を行っている。 
 
 
 
 
 

                                                   
14 このうちのセクションの 1 つは 2009 年(平成 21 年)に社会福祉法人あむとして別法人として独立してい

る。したがって、2011 年（平成 23 年）3 月時点では、5 つのセクションでの運営となっている。 
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図表 3－1 設置・概要 
法人名 社会福祉法人札幌この実会 

事業所名 札幌この実会センター24  自立訓練（生活訓練）宿泊型 

所在地 北海道札幌市西区二十四軒 4 条 6－2－7 
法人内 

関連事業所 

日中系：生活介護、就労移行支援、就労継続支援 

居住系：施設入所支援、居宅介護、行動援護、移動支援事業、重度訪問

介護、短期入所、ケアホーム、グループホーム 34 事業所 

札幌市障害者住宅入居等支援事業（独自事業） 

地域の 

関連社会 

資源 

・特別支援学校高等科 

・就労先企業（利用者の職場など） 

・市役所 他 

 
 

（3）利用者と職員の状況 

自立訓練（生活訓練）宿泊型事業の定員は 20 名であり、それに対忚する職員は兼務、

非常勤も含めて 5 名となっている。ただし、日中活動支援や共同生活援助、共同生活介

護一体型事業を行っているため、自立訓練（生活訓練）宿泊型事業に係る職員はこれよ

り多い。なお、法人全体では 169 名の職員がいる。 
 

図表 3－2 実施事業利用者の状況 
実施事業 利用者 

定員 
職員数 

宿泊型自立訓練事業 20 名 管理者      ：1 名 
サービス管理責任者：1 名 
生活支援員、地域移行支援員 ：3 名 
 （専従１名・兼務 2 名） 

 

 

（4）自立訓練（生活訓練）事業の位置づけ 

当事業所は、主に特別支援学校高等科を卒業した若年層を対象として、就労と自立し

た生活を続けていく力をつけることを目的とした事業所である。主に次のような支援の

柱を立てて、実践をしている。 
図表 3－3 支援の柱 

a 地域生活に必要なスキルを身に付ける 
（金銭〈労働＝賃金＝生活〉、身辺自立、人間関係、健康管理、余暇） 
b 経済的基盤の確立 
c 雇用安定の継続 
d 緊急時（SOS）の対忚 
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この前提となる考え方として、「一市民として暮らすことを目指す」という考え方が

あり、その一つの側面として、企業で働くことを大切にしている。利用者一人一人が一

般就労を継続し、年金等とあわせて経済的に自立できるようにすることを重視している。

したがって、当事業所では「就労していること」を利用条件としており、働くことを重

視する姿勢が見て取れる。 
「働くこと（労働）で、賃金を得て、それを基盤に生活する」という〈労働＝賃金＝

生活〉という考え方のもと、生活費を組み立てる金銭管理の支援を実施している。収入

（給料、障害年金など）と支出（生活費、就労における必要経費、こづかい、共益費な

ど）のバランスを理解し、計画的な生計の立て方を支援している。 
 

 
（5）支援の特徴 

 
①利用者像 

本事業所は、特別支援学校高等科を卒業し、就労を軸として生活を送ろうとし

ている方の利用が多い。新体系移行前は知的障害者通勤寮であったことから、主

たる支援対象は知的障害である。 
 

②社会人としての生活に着目した支援の実施 
障害基礎年金を受給し、就労先の企業からの賃金と合わせて、生活が成り立つ

ことを目標として支援を行っている。本事業所の利用者の多くが特別支援学校高

等科を卒業したばかりの人であることから、社会人として生活するために必要な

スキルである「金銭管理」「身辺（セルフケア）」「健康管理」「人間関係」「余暇」

などの広範な生活スキルの構築を目的とした支援が必要である。当事業所ではそ

のような支援体制を構築してきた。 
利用者が 2 年から 3 年で地域生活移行できるよう、自立訓練（生活訓練）宿泊

型では、「暮らしの中で学ぶ」ことを主たる支援のコンセプトとし、次の基本姿勢

をもとに支援を行っている。 
 

図表 3－4 支援の基本姿勢 
a 食事の提供 
b 働く人としての生活リズムの確立 
c 集団で暮らすことによる「仲間同士」15での学び 
 
また、生活能力を高めるアプローチとして、次のような方針のもと支援を行っ

                                                   
15 いわゆるピア活動の視点 
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ている。 
図表 3－5 支援方針 

①経済的自立：働いて得る賃金・お金の使い方 
②精神的自立：親等からの自立 
③身辺自立 ：自分の身の回りの整理等 「生活スキルトレーニング」 
（リフレッシュ＆クリーンデイと称する居室点検を年に 2、3 回実施） 
④その他、「雇用の安定・継続」「余暇」「対人関係の調整」 
 
この他の特徴としては、「体験型地域移行プログラム」が充実している。具体的

には次のようなことが行われている。 
 

図表 3－6 特徴的な支援プログラム 
a ナッツミーティング 
・利用者及び利用終了者混合のミーティング （月 1 回） 
・暮らしの場アンケート、個別支援計画にかかわる個人目標作成、地域で暮

らす際の注意点、実際に地域生活を行っている利用者の体験談 等実施 
b ディナーテイリング 
・退所後に利用可能性のあるグループホーム・ケアホームで提供されている

食事を食べに行くプログラム。地域生活を開始した時の「擬似体験」を行

い、地域生活移行へのモチベーションを高めることができる。 
c 見学 
・グループホーム、ケアホーム、単身向けアパートなどの見学。当事業所に

係るこれらの施設はそれぞれ特徴があり、見学することで具体的にどのよ

うな移行先がよいかを検討する。 
d グループホーム・ケアホーム体験利用 
・実際に外泊体験を行い、自分に適した地域生活移行を実感してもらう。ま

た、実際に地域生活移行を行う場所の選定をより具体的に行う。 
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第 2節 各ケースの記録 

（1）各ケースの属性 

 
図表 3－7 各ケースの属性 

 ケース A ケース B ケース C 
属性 男性 30 歳代 

知的障害 
自閉症 

女性 20 歳代 
知的障害（境界域） 
 

男性 20 歳代 
知的障害 
 

生活歴 ・企業で勤務中（非常勤） 
・精神科受診（てんかん） 
・小学校普通学級卒業 
・中学校特殊学級卒業 
・療育手帳取得 
・特殊学級高等科卒業 
・職場適忚訓練を活用し、

就職 

・企業で勤務中（非常勤） 
・母親が行方不明となり、

児童相談所入所 
・私立高校中退 
・その後、療育手帳取得 
・入所施設入所、退所後利

用開始 

・企業で勤務中（非常勤） 
・小学校 2 年生より特殊学

級 
・療育手帳取得 
・高等養護学校（寄宿舎利

用）卒業 
・その後、旧通勤寮より活

用 
家庭 
環境 

・両親、弟、妹 
・母親が過干渉な傾向あ

り、当事業所より助言 

・両親ともに不明 兄弟な 

し 
 

・母、兄、弟 
・母、兄ともに知的障害（年

金受給 
・たまに帰省する 

経済 
環境 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得（約 10 万円） 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得（残業含約 15

万円） 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得（残業含約 5 万

円） 
接点 
開始 
 
利用 
開始 

・就職先企業（障害者多数

雇用事業所）からの紹介 
・家族が在宅での就労の継

続に不安を感じた面も

ある。 

・児童相談所より相談あっ

たが、入所施設に入所 
・同施設より依頼があり、

入所 

・地元に就職先がなく、札

幌での就職を目指して

いたため、出身高等養護

学校から紹介 

利用 
終了後 

・ケアホームに居住 
・困った時にいつでも支援

できる体制をとってい

る。 

・ケアホームに居住 
・困った時にいつでも支援

できる体制をとってい

る。 

・グループホームに居住 
・困った時にいつでも支援

できる体制をとってい

る。 
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 ケース D ケース E  
属性 男性 20 歳代 

知的障害 
 

男性 20 歳代 
知的障害 
 

 

生活歴 ・企業で勤務中（非常勤） 
・小学校普通学校卒業 
・療育手帳取得 
・中学校特殊学級卒業 
・高等養護学校卒業 
・その後、旧通勤寮より利

用 

・企業で勤務中（非常勤） 
・小学校 2 年より特殊学級 
・中学校特殊学級卒業 
・療育手帳取得。 
・高等養護学校卒業 
・その後、旧通勤寮より活 

用 

 

家庭 
環境 

・母、兄 2 人、姉 
・母親との関係が密 

・両親、兄、姉、弟 
・関係良好 しつけ甘い傾

向 

 

経済 
環境 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得（月 15 万円程

度） 

 

接点 
開始 
 
利用 
開始 

・地元に就職先なく、札幌

での就職を目指してい

たため、出身高等養護学

校から紹介 

・地元に就職先なく、札幌

での就職を目指してい

たため、出身高等養護学

校から紹介 

 

利用 
終了後 

・ケアホームに居住 
・困った時にいつでも支援

できる体制をとってい

る。 

・民間アパートに居住 
・困った時にいつでも支援

できる体制をとってい

る。 
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（2）各ケースの支援経過 

以下、各ケースの支援経過を記載する。なお、内容は支援をしていく中で大きな

変化があったポイントを記載している。矢印はその変化にもとづいた継続的な支援

をさしている16。 
図表 3－8－1 ケース A の支援経過 

経過 

月数 
ケース A 

SFA 

項目 

コミュニケーションと人間関係 

働く 
金銭管理 衣類管理 住まい 

1-3 

ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                   
16 点線囲いは事業所による支援、囲いがない文章は利用者の状態を表す。また、網かけは特に強調したい

変化のポイント（インシデントポイント）を表す。 
 GH はグループホーム、CH はケアホームを表す。 

掃除当番を当初受け

入れられなかった

が、徐々に受け入れ

られるようになる 

残業を断ることが

あった 
職場の雰囲気をと

らえきれていない

様子 

給与計算・小遣い調

べを実施 

予算外の物を買う 
ルールが守れない 

予算内で自分の支出計

画がたてられるように

なる 

TPO にあった服装に

ついて適宜、話し合い、

指摘をする 

初め母親が洗濯 
その後、納得のう

え、本人実施 

奇抜な服装をし

てくる 

リフレッシュ&クリ

ーンデイ 
必要により清掃状

況のチェック 
 

GH 体験実習 
1 か月 

ディナーティリング 

問題なし 

問題なし 

CH へ移行準備 

本

人

と

の

話

し

合

い

を

重

ね

る 

企

業

と

情

報

交

換

を

は

か

り

連

絡

を

密

に

す

る 
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図表 3－8－2 ケース B の支援経過 

経過 

月数 
ケース B 

SFA 

項目 

コミュニケーションと人間関係 

働く その他（余暇活動など） 
住まい 金銭管理 

セルフケア 

衣類管理 

1-3 

ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

人の影響を受けやす

い面あり 

給与計算、小遣い調

べを行い、計画的に

金銭を取り扱う 

計画的なお金の使い方

と節約の重要性を理解

する 

障害者の施設であるこ

とに不満を述べる 

ひとり暮らしについ

て、すべきことが整理

される 

CH 見学 

TPO に合わせた服

装の指摘 

CH での生活は自分の生

活ではないと感じる 

お笑いライブなどに行

き、余暇活動を楽しむ 

本

人

と

の

話

し

合

い

を

重

ね

る 

企

業

と

情

報

交

換

を

は

か

り

連

絡

を

密

に

す

る 

障害の受容が進んで

いなかった 

障害の受容に変化が

見られる 
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質問１  障害者自立支援法における自立訓練（生活訓練）事業についてお伺いします。 

 

自立訓練（生活訓練）事業には、①宿泊型自立訓練、②通所型自立訓練、③訪問によ

る生活訓練の３種類があります。貴事業所が取り組んでいる種類の自立訓練に○を付け、

その種類を選択された理由、また、実施する上で困っていること、今後、制度として改

善してほしいこと等をご記入下さい。 

種  類  選択した理由  実施上で困っていること、改善してほしいこと 

 

①宿泊型自立訓練 

 

 

 

 

②通所型自立訓練 

 

 

 

 

③訪問による生活

訓練 

 

 

 

  

 

質問２  生活訓練を実施するために参考にしているプログラム、貴事務所で作成された 

    プログラム等についてお伺いします。 

１ 貴事業所が参考にされているプログラム名をご記入下さい。（例えば、SST、TEACCH、 

  社会生活力プログラムなど） 
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２ 貴事業所では、生活訓練としてどのような内容に取り組んでいるかについて、「社会 

  生活力プログラム」におけるモジュールを参考に、取り組んでいる項目に○をつけ、 

  独自の文章化・様式化したプログラムの有無、「社会生活力プログラム」を活用して 

  いるか、プログラム等はなく個別支援として実施しているか等についてご回答下さい。 

【精神障害関係】 

項目 

番号 

項目名 

（モジュール）※ 

実施 

して 

いる 

独自の文章化・様式化 

したプログラムあり 

社会生活力プロ 

グラムを活用 

プログラムや 

マニュアルはなく 

個別支援として実施 

１ 精神科医療     

２ 健康管理     

３ 食生活     

４ セルフケア     

５ 生活リズム     

６ 安全・危機管理     

７ 金銭管理     

８ すまい     

９ 掃除・整理     

10 買い物     

11 服装     

12 自分と病気・障害の理解     

13 コミュニケーション     

14 家族関係     

15 友人関係     

16 支援者との関係     

17 教育と学習     

18 就労生活     

19 恋愛・結婚・育児     

20 外出・余暇活動     

21 地域生活・社会参加     

22 障害福祉制度     

23 日中活動サービス     

24 地域生活サービス     

25 権利擁護     

※（「地域生活を支援する社会生活力プログラム・マニュアル：精神障害のある人のため 

  に」中央法規、2009より） 
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【知的・発達障害関係】                                                         

項目 

番号 

項目名 

（モジュール）※ 

実施 

して 

いる 

独自の文章化・様式化 

したプログラムあり 

社会生活力プロ 

グラムを活用 

プログラムや 

マニュアルはなく 

個別支援として実施 

１ 健康管理     

２ 食生活     

３ セルフケア     

４ 時間管理     

５ 安全・危機管理     

６ 金銭管理     

７ すまい     

８ そうじ・整理     

９ 買い物     

10 衣類管理     

11 自分と障害の理解     

12 コミュニケーションと 

人間関係 

    

13 男女交際と性     

14 結婚     

15 育児     

16 情報     

17 外出     

18 働く     

19 余暇     

20 社会参加     

21 障害者福祉制度     

22 施設サービス     

23 地域サービス     

24 権利擁護     

25 サポート     

※（「自立を支援する社会生活力プログラム・マニュアル：知的障害・発達障害・高次脳

機能障害のある人のために」中央法規、2007より）                               
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※（「自立を支援する社会生活力プログラム・マニュアル：知的障害・発達障害・高次脳

機能障害のある人のために」中央法規、2007より）                               
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質問３ 自立訓練（生活訓練）事業を実施するに当たり、また、本事業の推進を図るため 

    には、今後、どのようなことが必要と思われますか。                     

１ 自立訓練（生活訓練）事業についての理解を深め、実施方法、内容等に関する研修会 

 

 

２ 担当する職員の確保 

 

 

３ 自立訓練（生活訓練）の報酬単価の改善 

 

 

 

 

４ その他（自由にご記入下さい。） 

 

※ お忙しい業務のなか、ご協力に心から感謝申し上げます。 
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資料３ 自立を支援する社会生活力プログラム（SFAⅡ） 
 
第１部  生活の基礎をつくる 
 
モジュール１  健康管理 
学習目標 １ 健康な生活とは何かを知る 
学習目標 ２ 健康な生活をするための方法を学ぶ 
学習目標 ３ 健康でいきいきした生活をおくる 
 
モジュール２  食生活 
学習目標 １ 食事の大切さを知る 
学習目標 ２ 食事を用意する方法を学ぶ 
学習目標 ３ 食事を楽しんで豊かな生活をする 
 
モジュール３  セルフケア 
学習目標  １ セルフケアの大切さを知る 
学習目標  ２  セルフケアの方法を学ぶ 
学習目標  ３ セルフケアによって気持ちのよい生活をおくる 
 
モジュール４  時間管理 
学習目標 １ 自分の生活時間を考えて行動する 
学習目標 ２  まわりの人の生活時間を尊重することを学ぶ 
学習目標 ３  時間を計画的に使って充実した生活をおくる 
 
モジュール５  安全・危機管理 
学習目標 １ 危険なことを知る 
学習目標  ２  危険なことが起きたときの対処方法を学ぶ 
学習目標  ３  近所の人たちとともに安心した生活をする 
 
第２部  自分の生活をつくる 
 
モジュール６  金銭管理 
学習目標 １ お金の価値を知る 
学習目標  ２  お金を計画的・安全に使う方法を学ぶ 
学習目標  ３  お金を計画的に使い充実した生活をおくる 
 

















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
厚生労働省平成 22 年度障害者総合福祉推進事業 
知的障害者・精神障害者等の地域生活を目指した日常生活のスキルアップのための 
標準化に関する調査と支援モデル事例集作成事業 
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